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1. 輸出製品製造のために外部業者へ加工委託した輸入物品に対する輸入関税は免税対
象とならない

輸出製品製造のために輸入する物品に対する輸入関税免税に関する2018年7月19日付けOfficial Letter 8628/BTC-TCHQ が財
政省から発行されました。このガイダンスによれば、2016年9月1日（政令Decree 134/2016/ND-CPの施行日）以降は、以下の場
合にば免税物品の認定条件を満足しないことを明確にしています。

輸出製品製造のために物品を輸入するけれども、輸出製品の全体を直接加工せずに、輸入した物品の一部または全
部を外部の機関・個人へ持ち込んで一部工程の加工を受けた後に、加工後の製品を受取り、自社での最終製造工程を
終えて製品を輸出する場合。または、

輸入物品を製造工程へ投入した後に、外部の機関・個人を雇い一部工程の加工を受けた後に、加工後の製品を受取り
輸出する場合、または、自社での最終製造工程を終えて製品を輸出する場合。

上述の場合には、外部業者に加工委託した部分の輸入物品は免税対象となりません。
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移転価格文書の作成義務に関するガイダンスとして、2018年8月2日付けOfficial Letter 54153/CT-TTHTがハノイ市税務局から
発行されました。これによれば、会社の支店が、独立した会計を行い、独自の会計部門を持って独自に損益計算を行っており、支
店の年間売上高が500億VND未満、かつ、関連者間取引総額が300億VND未満の場合、当該支店は、Decree 20/2017/ND-CP

の規定に基づく移転価格文書の作成が免除される場合に該当します。

2. 年間売上高500億VND未満かつ関連者間取引総額300億VND未満の独立支店は移

転価格文書作成が免除
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このガイダンスでは、以下のような場合を対象としています。ベトナムに所在
する会社が、外国に所在する会社との協力合意を締結して、当該外国会社か
ら人件費、ハードウェア、ソフトウェアの購入費、および、付随する役務の提供
を受け、プロジェクトの構築、実施、運営を行います。ベトナムの会社と外国の
会社は、契約において各々の項目（ハードウェア、ソフトウェア、役務）の費用
額を区別できており、プロジェクトが完了した時点で、ベトナムの会社は外国
会社へのこれら費用の精算を行い、外国における全資産の引渡しを受けます
。引渡しの際には、シリアルナンバーに基づく設備資産毎の情報詳細、ソフト
ウェアの著作権、項目毎の下請け業者名と共に、ベトナムの会社がこれら資
産に対する全所有権、支配権を持つことが明記された書類を受け取ります。
この場合、ハードウェアおよびソフトウェアの価額が規定に基づく有形固定資
産および無形固定資産の認識基準を満たし、かつ、会社がそれら資産の所有
権を持つことを証明する資料があり、ベトナムの管轄当局によりこれら資産に
対する合法的所有権の確認を受けることができる場合、規定に基づく減価償
却費を計上することができます。規定の条件を満たす場合、減価償却費の損
金参入が認められます。

3. 外国で形成された情報技術プロジェクトの費用認識

外国で形成された情報技術プロジェクトの費用認識に関するガイダンスとして、2018年7月31日付けOfficial Letter 53064/CT-

TTHTがハノイ市税務局から発行されました。

自社がサーバーの所有権を持つことを法定の規定に基づいて証明する法的
資料に不備がある場合には、この資産に対する減価償却費の計上はできま
せん。
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4. 関連者による保証を受けた借入金の支払利息は損金参入が認められるか？

関連者による保証を受けた借入金の支払利息についての法人所得税取り扱いに関する2018年6月16日付けOfficial Letter 

43767/CT-TTHTがハノイ市税務局から発行されました。これによれば、規定に基づく関連者を持つ会社に、関連者間取引（
銀行からの借入金に対する保証）および非関連者との取引（銀行からの借入金）が発生した場合、支払利息の損金参入につ
いては、Decree 20/2017/ND-CP第8条第3項のガイダンス（課税年度におけるEBITDA（利払前・税引前・減価償却前利益）
の20％を支払利息の損金参入限度額とする）に従います。上述の原則に基づく借入金の支払利息は、期中に発生した支払
利息総額です（関連者からの借入金か非関連者からの借入金かは問いません）。
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5. 既存投資プロジェクトの資産を使用する新しい投資プロジェクトは新規投資プロジェク
トとは見なされない

活動中である既存投資プロジェクトの資産を使用する投資プロジェクトに対する法人所得税優遇措置に関するガイダンスとして、
2018年6月25日付けOfficial Letter 43609/CT-TTHTがハノイ市税務局から発行されました。このガイダンスによれば、1つの省で
活動中の既存投資プロジェクトで製造に使用している一部設備ラインを移転して使用する新しい省での投資プロジェクトが、投資
段階を終えて事業活動を開始した年度では、投資優遇地域に関する条件を満たすことによる法人所得税優遇措置の適用を選択
する場合、以下のようになります。

既存プロジェクトから移転した設備ラインを使用する新しい省での投資プロジェクトは、活動中の既存投資プロジェクト
から独立した新規投資プロジェクトではありません。

この投資プロジェクトが、規定に従う拡大投資プロジェクトの3つの条件の1つを満たし、かつ、投資プロジェクトの実施地
域が、有利な経済・社会条件を持つ地域以外での工業団地である場合、拡大投資による追加所得分に対して、同じ地
域での新規投資プロジェクトに対する免税および減税と同じ免税および減税（具体的には、2年間の免税および4年間
の50％減税）を受けることができます（優遇税率の適用は受けることができません）。
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ハイブリッド方式に基づく外国契約者税の申告・納税のための税務コード発行に関するガイダンスとして、
2018年8月9日付けOfficial Letter 3065/TCT-KKが税務総局から発行されました。具体的には、ベトナムに物
理的拠点を有しない外国商人が、ベトナムに法人格を設立しない外国契約者の形態による商業活動の実施
を望み、ベトナムの顧客と売買契約を締結する場合、管轄当局による輸出入権登録証明書の発行を受ける
必要があります。

管轄当局による輸出入権登録証明書の発行を受けた上で、規定に基づくハイブリッド方式による税務登録および申告を行います。

6. ベトナムで商業活動を行う外国商人に対するハイブリッド方式による外国契約者税の税務
登録および申告
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